
４ 副食費関係 

（１）2 号子どもの副食費の実費徴収 
・保護者の事前同意取り付けの方法（国は、保護者に「予め金額や理由等を書面にて説明し同意を得なければならな

い」としている） 

・実費徴収額についての指導方針 

 

（２）副食費の免除加算 
・1号子どもの加算方式 

・加算請求の時期、実績報告の方法  

 

 

 

 

 

 

 

  

額の設定
について
は別項目
で記述 

 

225円×各月

の給食実施

日数に変更

になっていま

す 

 

6 月 4 日説明会資料「無償化に向けて準備しておくべき事項（新制度園版）」修正部分  P13 



 

  幼稚園が 2 歳児を対象に実施している以下の事業の扱いについて、国の自治体向け想定問答には次のような記載があります。

基本的な考え方は、保育所等においては、住民税非課税世帯の場合は、3 歳未満児も無償化の対象になりますので、これとのバラ

ンス上、保育の必要性を認められる住民税非課税世帯の子どもについては、一定の要件を満たす場合には、幼稚園が実施するこ

れらの事業も無償化の対象とするという考え方と思われます。2 歳児教室については下記要件の下、児童福祉法の幼稚園併設の

認可外施設としての届出の対象となりましたので、この届出をした施設については、保育の必要性を認められる住民税非課税世帯

の子どもについて無償化の対象となります。 

  具体的な手続き等については、市町村にお問い合わせ願います。 

１ 一時預かり事業（幼稚園型）Ⅱ 

 

 

 

 

 

２ 2 歳児教室（プレスクール） 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

幼稚園の行う２歳児対象の事業について 
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